
平成 30 年度からの新潟県看護協会研修にかかる受講料の改正について 

 

新潟県看護協会では、少子高齢社会等の社会情勢の変化に合わせ研修事業の

充実を図ってまいりました。それに伴い運営に係る費用が増加していますが、消

費税率引き上げ時に受講料を据え置いてきた経緯があります。 

また、本協会の受講料は、他都道府県との比較において低額の状況にあります。

これらを踏まえ、平成 30年度から下記のとおり受講料を改正することとしまし

た。 

看護職の皆様には、ご負担をおかけすることになりますがご理解いただき、今

まで同様、積極的に研修を受講してくださるようお願いいたします。 

なお、本協会への入会については、随時受け付けております。 

詳細は、協会ホームページでご確認をお願いいたします。 

 

【受講料単価】                     （H30.4.1 改正） 
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